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   第 ４ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 

令和２年８月４日(火曜日) 

            午前10時30分開議 

            午前11時30分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 令和２年度熊本県一般会計補

正予算(第８号) 

 議案第２号 令和２年度熊本県港湾整備事

業特別会計補正予算(第１号) 

議案第４号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第７号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 髙 木 健 次 

        副委員長 楠 本 千 秋 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 井 手 順 雄 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 河 津 修 司 

        委  員 岩 田 智 子 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 土木部 

部 長 上 野 晋 也 

       総括審議員 

     兼河川港湾局長 永 松 義 敬 

政策審議監 野 﨑 真 司 

       道路都市局長 村 上 義 幸 

       建築住宅局長 原 井   正 

         監理課長 木 山 晋 介 

       用地対策課長 馬 場 一 也 

     土木技術管理課長 桑 元 伸 二 

       道路整備課長 森      博 昭 

       道路保全課長  吉ヶ嶋 雅 純 

       都市計画課長 宮  島  哲  哉 

         下水環境課長  森     裕 

             河川課長  古 城 和 人 

            港湾課長  原     浩 

             砂防課長  西 田   守 

           建築課長 小路永      守 

           営繕課長 緒 方  康  伸 

                住宅課長  折  田 義  浩

     ――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 宗 像 克 彦 

     政務調査課主幹 西 野 房 代 

――――――――――――――― 

  午前10時30分開議 

○髙木健次委員長 ただいまから第４回建設

常任委員会を開会いたします。 

 なお、本日の委員会は、あらかじめ告示さ

れた事件及び緊急を要する事件のみを審議す

る臨時会での委員会であり、本会議を休憩し

ての開催でもありますので、質疑応答は付託

議案に関するもののみに限らせていただきま

す。 

 それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案についての説明を求めた後、一

括して質疑を受けたいと思います。 

執行部からの説明は、効率よく進めるため

に、着座のまま簡潔にお願いします。 

 初めに、上野部長から総括説明を行い、続

いて、担当課長から順次説明をお願いしま

す。 

 初めに、上野部長。 
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○上野土木部長 令和２年７月３日からの集

中豪雨により、熊本県の南部から北部まで県

内の広い範囲にわたり、甚大な被害を受けま

した。 

 ここで、改めまして、災害により亡くなら

れた方々の御冥福を心からお祈りいたすとと

もに、被害に遭われた方々に対してお見舞い

を申し上げます。 

 今回の豪雨による公共土木施設の被害額

は、県、市町村合わせて、７月20日現在の速

報値で、1,351億円余となっております。 

 なお、被害状況の詳細につきましては、９

月議会において、改めて御報告させていただ

きます。 

 土木部といたしましては、一日も早い復

旧、復興に向けて最大限の努力をしてまいる

所存でございますので、委員の皆様の御指

導、御支援をよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、今回の臨時議会に提案しており

ます土木部関係の議案等について御説明をい

たします。 

 今回提案しております議案は、予算関係議

案３件、条例等関係議案１件でございます。 

 まず、７月に専決処分を行った補正予算に

ついては、令和２年７月豪雨に係る災害復旧

事業のうち、特に緊急に対処する必要があっ

たものについて、一般会計で67億3,200万円

余の増額を計上しております。 

 次に、８月補正予算につきましては、７月

専決分以外の災害復旧事業や新型コロナウイ

ルス感染症対策として、一般会計で70億400

万円余の増額を計上しております。 

 次に、条例等議案につきましては、専決処

分の報告及び承認について、１件の御審議を

お願いしております。 

 以上、総括的な御説明を申し上げました

が、詳細につきましては、担当課長から説明

いたしますので、御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 

○髙木健次委員長 引き続き、担当課長から

議案について説明をお願いします。 

 

○木山監理課長 監理課でございます。 

 本日は、説明資料といたしまして、建設常

任委員会説明資料１冊を準備させていただい

ております。 

 それでは、お手元の資料、まず、９ページ

からお願いいたします。 

 令和２年度補正予算(第７号)資料、専決分

について御説明をいたします。 

 今回の専決予算は、令和２年７月豪雨に伴

う公共土木施設の災害復旧等に要する経費に

伴う増額補正についてでございます。 

 上の表の２段目、今回補正額でございます

が、一般会計の普通建設事業については、補

助事業として５億1,000万円余、県単事業と

して12億2,200万円余の増額を計上いたして

おります。災害復旧事業については、県単事

業で45億円の増額を計上しており、投資的経

費計として、62億3,200万円余の増額となっ

ております。また、消費的経費については５

億円の増額補正をお願いしており、一般会計

計といたしまして、67億3,200万円余の増額

となっており、専決後の一般会計合計予算額

は、３段目のとおり、636億2,800万円余にな

ります。 

 また、右側の特別会計につきましては、補

正予算の計上はありません。 

 この結果、右側合計欄３段目のとおり、一

般会計、特別会計合わせた今回専決後の予算

額計は、737億5,100万円余になります。 

 また、各課別の内訳につきましては、下の

表のとおりとなっております。 

 10ページをお願いいたします。 

 令和２年度補正予算(第７号)総括表、専決

分でございます。 

 一般会計及び特別会計ごとに、各課の補正

額とともに、右側に補正額の財源内訳を記載

しております。 
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 表の最下段、土木部合計欄を御覧くださ

い。 

 右側の今回補正額財源内訳として、国支出

金が２億4,300万円余の増額、地方債が22億

500万円の増額、その他が20億6,700万円余の

増額、一般財源が22億1,600万円余の増額と

なっております。 

 以上が７月専決予算に係る土木部全体の予

算の状況です。 

 監理課からの説明は以上です。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○吉ケ嶋道路保全課長 道路保全課でござい

ます。 

 11ページをお願いいたします。 

 ２段目の現年発生災害復旧工事費ですが、

表、左から４列目のとおり、15億円の専決処

分を行ったものでございます。これは、令和

２年７月豪雨により被災した県管理道路にお

ける土砂や流木の除去等の応急復旧に要する

経費でございます。国の災害復旧事業の採択

要件を満たさないものとなります。 

 以上、道路保全課の一般会計での７月専決

後の予算総額は、表、左から５列目の最下段

のとおり、107億5,000万円余となります。 

 道路保全課からは以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○宮島都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 12ページをお願いします。 

 ２段目の都市計画調査費でございますが、

表、左から４列目のとおり、５億4,000万円

の専決処分を行いました。これは、令和２年

７月豪雨により被害を受けた市町村が行う市

街地集落の宅地に堆積した土砂の調査、国庫

補助の対象とならない宅地内土砂等の排除に

要する経費で、これにより、県が市町村を支

援するものでございます。 

 以上、都市計画課の一般会計での７月専決

分の総額は、表、左から４列目最下段のとお

り、５億4,000万円の増となり、７月専決後

の予算総額は、表、左から５列目最下段のと

おり、83億2,300万円余となります。 

 都市計画課からは以上でございます。 

 

○古城河川課長 河川課でございます。 

 資料の13ページをお願いします。 

 ２段目の河川調査費ですが、表、左から４

列目のとおり、２億5,000万円の専決処分を

行いました。これは、令和２年７月豪雨によ

る家屋等の浸水被害調査や河川氾濫状況の調

査に係る費用を計上するものです。 

 ３段目の河川掘削事業費ですが、表、左か

ら４列目のとおり、５億900万円余の専決処

分を行いました。これは、令和２年７月豪雨

による大規模な山腹崩壊や河川埋塞に関する

堆積土砂の応急的な除去に係る費用を計上す

るものです。 

 ５段目の単県ダム改良費ですが、表、左か

ら４列目のとおり、2,600万円余の専決処分

を行いました。これは、令和２年７月豪雨に

より貯水池内に堆積した土砂量の把握及び流

木の撤去に係る費用を計上するものです。 

 ７段目の海岸環境整備事業費ですが、表、

左から４列目のとおり、４億5,900万円余の

専決処分を行いました。これは、令和２年７

月豪雨により海岸保全区域に漂着した流木等

の撤去に係る費用を計上するものです。 

 14ページをお願いします。 

 ２段目の災害復旧事業設計調査費ですが、

表、左から４列目のとおり、30億円の専決処

分を行いました。これは、令和２年７月豪雨

により被災した県管理公共土木施設の復旧に

係る査定設計書の作成に係る費用を計上する

ものです。 

 この結果、河川課の専決後の予算総額は、

表、左から４列目最下段のとおり、142億2,2

00万円余となります。 

 河川課は以上でございます。 
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○原港湾課長 港湾課でございます。 

 15ページをお願いいたします。 

 ２段目の港湾調査費です。 

 表、左から４列目のとおり、1,500万円の

専決処分を行いました。これは、令和２年７

月豪雨により被災した県管理港湾等の災害復

旧工事の設計調査に要する経費でございま

す。 

 次に、３段目の海岸環境整備事業費です。 

 表、左から４列目のとおり、5,000万円余

の専決処分を行いました。これは、令和２年

７月豪雨により県管理港湾の海岸保全区域に

漂着した流木等の撤去に要する経費でござい

ます。 

 以上、港湾課の７月専決分の総額は、表、

左から４列目最下段のとおり、6,500万円余

の増となり、７月専決後の予算総額は、表、

左から５列目のとおり、29億9,200万円余と

なります。 

 港湾課からは以上でございます。 

 

○西田砂防課長 砂防課でございます。 

 資料の16ページをお願いします。 

 ２段目の砂防調査費でございますが、表、

左から４列目のとおり、5,600万円の専決処

分を行いました。これは、令和２年７月豪雨

に伴う土砂災害箇所の国の補助事業採択に向

けての事前調査等に要する経費でございま

す。 

 次に、３段目、単県砂防施設維持管理費で

ございますが、３億2,500万円の専決処分を

行いました。これは、令和２年７月豪雨に伴

う砂防関係施設の機能回復に要する経費でご

ざいます。 

 以上、砂防課の７月専決処分総額は、表、

左から４列目最下段のとおり、３億8,100万

円の増で、７月専決後の予算総額は、表、左

から５列目最下段のとおり、59億4,400万円

余となります。 

 砂防課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○木山監理課長 監理課でございます。 

 説明資料、お戻りいただいて、１ページを

お願いいたします。 

 令和２年度８月補正予算(第８号)の資料で

ございます。 

 今回の補正予算は、令和２年７月豪雨に伴

う公共土木施設の災害復旧及び新型コロナウ

イルス感染症対策に要する経費に伴う増額補

正をお願いしております。 

 上の表２段目の今回補正額でございます

が、一般会計の普通建設事業については、補

助事業として39億5,400万円余の増額を計上

いたしております。 

 災害復旧事業については、補助事業として

30億1,500万円余、県単事業として500万円の

増額を計上しており、投資的経費計としまし

て69億7,400万円余の増額となっておりま

す。消費的経費につきましては、2,900万円

余の増額を計上しており、一般会計計としま

して、70億400万円余の増額となっており、

補正後の一般会計の合計予算額は、３段目の

とおり、706億3,300万円余になります。 

 また、右側の特別会計につきましては、港

湾整備事業特別会計において、財源更正をお

願いしております。 

 この結果、右側合計欄の３段目のとおり、

一般会計、特別会計合わせた今回補正後の予

算額は、807億5,600万円余になります。 

 また、各課別の内訳表につきましては、下

の表のとおりとなっております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 令和２年度８月補正予算総括表でございま

す。 

 一般会計及び特別会計ごとに、各課ごとの

補正額とともに、右側に補正額の財源内訳を

記載しております。 

 表の最下段、土木部合計欄を御覧くださ
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い。 

 右側の今回補正額財源内訳として、国支出

金が43億4,000万円余の増額、地方債が26億

2,800万円の増額、その他が3,400万円余の増

額、一般財源が200万円余の増額となってお

ります。 

 以上が８月補正予算に係る土木部全体の予

算額でございます。 

 監理課からの説明は以上です。よろしくお

願いいたします。 

 

○古城河川課長 河川課でございます。 

 資料の３ページをお願いします。 

 ２段目の現年発生国庫補助災害復旧費です

が、表、左から４列目のとおり、25億1,000

万円余となっております。これは、令和２年

７月豪雨により被災した県管理公共土木施設

の復旧に係る費用を計上するものです。 

 この結果、河川課の補正後の予算総額は、

表、左から４列目最下段のとおり、167億3,2

00万円余となります。 

 河川課からは以上でございます。よろしく

お願いします。 

 

○原港湾課長 港湾課でございます。 

 ５ページをお願いします。 

 港湾課では、一般会計と港湾整備事業特別

会計がございます。 

 まず、一般会計に計上しております補正予

算について御説明いたします。 

 ２段目の港湾諸費です。 

 表、左から４列目のとおり、600万円余の

増となっております。これは、県管理港湾の

うち、旅客船等ターミナルがある10港湾及び

天草空港において、新型コロナウイルス感染

症対策として、サーモグラフィー等を購入す

るための経費でございます。 

 次に、４段目の空港管理費です。 

 予算額の増減はございませんが、県管理空

港の空港施設使用料の減免に係る財源更正を

行うものでございます。 

 財源更正の内容としましては、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を著しく受けている天

草エアライン等を支援するため、空港施設使

用料の減免を実施することに伴い、表、右か

ら３列目、その他欄のとおり、使用料収入の

300万円余を減額する代わりに、 国の新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を充当するものでございます。 

 次に、７段目の現年発生国庫補助災害復旧

費です。 

 表、左から４列目のとおり、５億400万円

余となっております。これは、令和２年７月

豪雨により被災した県管理港湾等の災害復旧

工事に要する経費でございます。 

 次に、９段目の現年単県災害土木費です。 

 表、左から４列目のとおり、500万円とな

っております。これは、令和２年７月豪雨に

より被災した県管理港湾等の災害復旧工事に

要する費用で、国庫補助対象とならないもの

でございます。 

 ６ページをお願いします。 

 １段目の港湾整備事業特別会計繰出金で

す。 

 表、左から４列目のとおり、2,300万円余

の増となっております。これは、表、右側説

明欄に記載のとおり、港湾施設使用料の減免

に係る特別会計への繰出金でございます。財

源は、全額国の新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金を充当することとして

おります。 

 以上、港湾課の一般会計８月補正分の総額

は、表、左から４列目最下段のとおり、５億

3,900万円余の増となり、８月補正後の予算

総額は、表、左から５列目のとおり、35億

3,100万円余となります。 

 ７ページをお願いします。 

 続きまして、港湾整備事業特別会計につい

て御説明いたします。 

 ２段目の施設管理費です。 
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 予算額の増減はございませんが、表、右側

説明欄に記載のとおり、港湾施設使用料の減

免に係る財源更正を行うものでございます。 

 財源更正の内容としては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を著しく受けている旅客船

事業者等を支援するため、港湾施設使用料の

減免を実施することに伴い、特定財源のう

ち、使用料収入の2,300万円余を減額する代

わりに、一般会計からの繰入金2,300万円余

を充当するものでございます。 

 使用料収入及び繰入金が共に特定財源のそ

の他になりますので、プラス・マイナス・ゼ

ロとなることから、財源内訳の記載はありま

せん。 

 以上、港湾整備事業特別会計８月補正分の

総額は、表、左から４列目最下段のとおり、

補正前の額から増減はなく、30億7,400万円

余のままとなります。 

 港湾課からは以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○西田砂防課長 砂防課でございます。 

 資料の８ページをお願いします。 

 ２段目の災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事

業費でございますが、表、左から４列目のと

おり、15億2,100万円の増額となっておりま

す。これは、令和２年７月豪雨により家屋裏

で崖崩れが発生した箇所の施設整備に要する

経費でございます。 

 次に、３段目の災害関連緊急砂防事業費で

ございますが、24億3,300万円余の増額とな

っております。これは、令和２年７月豪雨に

より土石流が発生した箇所の施設整備に要す

る経費でございます。 

 以上、砂防課の８月補正分の総額は、表、

左から４列目最下段のとおり、39億5,400万

円余の増で、８月補正後の予算総額は、表、

左から５列目最下段のとおり、98億9,800万

円余となります。 

 砂防課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○吉ケ嶋道路保全課長 道路保全課でござい

ます。 

 道路の管理瑕疵に関する専決処分の報告及

び承認につきましては、説明資料の17ページ

から18ページの第７号議案の１件でございま

す。 

 資料の17ページの第７号議案でございます

が、詳細は、右ページの概要にて説明をいた

します。 

 本件は、令和元年12月17日午後５時40分

頃、菊池郡大津町大字陣内地内におきまし

て、一般県道矢護川大津線に設置された道路

側溝上を歩行中、蓋のない箇所に右足を落下

させ、腕時計等を破損させるとともに、右足

を負傷したものであります。 

 当事者は、歩道が設置されているにもかか

わらず、歩道側を歩行しておらず、かつ前方

を注視するなどしていれば事故を回避できた

可能性があることを考慮して、被害額の５割

に当たる17万5,773円を賠償しております。 

 道路保全課の説明は以上でございます。よ

ろしくお願い申し上げます 

 

○髙木健次委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、繰り返しになりますが、質疑は付託

議案に限らせていただきますので、委員の皆

様方の御協力をお願いいたします。 

 質疑はございませんか。 

 

○井手順雄委員 流木の件でお伺いいたしま

す。 

 今回、補正で海岸系の流木が約５億ほど補

正をされていると。当初が2,100万というよ

うな形でありますが、ほかの、例えば農地海

岸だったり、水産関係の浮遊流木だったり、

この辺合わせて補正でどのくらいか分かりま
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すか、土木で、大体で結構です。 

 

○古城河川課長 まず、量のほうですけれど

も、建設海岸、農地海岸、漁港関係、港湾関

係合わせて、全体で３万4,519立米となって

おります。 

 全体の予算のほうですかね。予算について

は、すみません、ほかのところの予算をちょ

っと今持ち合わせておりませんので、後ほど

調べて報告させていただければと思います。 

 

○井手順雄委員 この土木の予算というの

は、港湾地域、それと、そがん限定されるで

すたいね。あとは、海岸だったら農政になる

し、そこで５億円という補正というのは、私

から考えれば、すごい金額だなと。どういっ

た回収方法をされて、今５億円の予算を取れ

てあるんですか。回収方法を教えてくださ

い。 

 

○古城河川課長 回収方法につきましては、

基本的に、流木等については運搬して処分を

するというのがまず第一義的にやっていると

ころです。 

 建設海岸のほうで……。 

 

○井手順雄委員 いやいや、どうやった取り

方をしているんですかという意味たい。 

 

○古城河川課長 取り方ですか。 

 

○原港湾課長 取り方でございますが、ま

ず、海岸に漂着しているものについては、機

械で陸揚げしたりとか、あとは、人力で護岸

の背後地に持っていったりというふうなやり

方をしております。 

 また、海上に浮遊しているものにつきまし

ては、国の環境整備船で取っていただいたり

とか、あとは、国の台船にクレーンを載せ

て、それで取ってもらったりとか、また、漁

業者の皆さんに御協力いただいて陸揚げして

いるという状況もございます。 

 以上でございます。 

 

○井手順雄委員 知って言いよって思いよる

でしょうが、実は、業者に丸投げしとっちゃ

なかろうかと思うとですよ、この八代海にお

いては。 

私も何回か海、また、８日の日に熊本から

漁船でボランティアで回収に行きますけれど

も、船で。じゃなしに、いまだに漂着物が多

い。最近、漁船の共済あたりから調べてみま

したら、船外機のペラをやったり、親船のシ

ャフトまでいかれて、改装するのに何百万か

かると。これも全部保険でされております。 

 まだまだ流木はいっぱいあるわけですよ。

そういう中で、もう１か月近うなるわけだか

ら、４年前の震災を思い出せば、あれはもう

１週間でほぼ撤去しました。それに対して、

今回は長々かかっていると。量の問題もあろ

うばってん。やはりこの流木とかごみとかい

うのは、もう奥まったところに詰まっている

わけですね。ですから、地元の漁船じゃない

と回収ができないと。大型のクラブ船あたり

でどんだけ取っても奥まったところまで取れ

ないと。これが今の現状じゃなかろうかとい

うふうに思います。 

 ですから、５億も使うなら、もう、すぐ終

わりますよ、これ。それが終わっていない

と。やはりそこは、もうちょっと震災のとき

の経験を生かして、やはり土木と農政と水産

とやっぱり一緒にタッグを組んでやっていく

ような形を取らぬと、いつまでたってもこれ

は事故が起きます。大きな事故が起きます。

そういうことを一つ考えて、今後作業にいっ

ていただきたいというふうに思います。 

 それと、今回の流木をずっと見てみます

と、震災のときの流木は根っこがついてだれ

てきとるとが多数でした。今回は、４メータ

ーサイズの本当、間伐材、いかにも製材すれ
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ば材木になるというような流木がほとんどで

すよ。ということはどういうことかと言う

と、山で間伐して、置いとらすか知らぬけれ

ども、保管したやつが豪雨で流れてきたとい

うような状況なんでしょうね。ですから、こ

れは、山の人も手をかけて、そういった材を

作る中で流れてきたら、もうものにならぬ

と、塩水につかったらというような状況があ

ります。 

 山の管理はどうされているんですかね。豪

雨のときにそういった流れないような対策は

しとらすとですか。その辺も災害のあれでよ

く見えてくるんですよ、流れてくる物で。や

っぱりそこを、これは森林に言わなくちゃい

けないと思うんですが、やっぱり山の管理を

ぴしゃっとしていくと。土木にも防砂堤、い

わゆる急傾斜とかそういったところで仕事が

あります。そういうところで伐採がありま

す。そういうのはもう流れてこんような対策

をやっぱり取っていくと、今後は。いうよう

なところを周知徹底していただきたいと。そ

がんせぬと、いつまんでも流れてきます。こ

れは最後には。 

 そういった意味では、この流木対策、この

当初予算で2,100万と、こういうのがありま

すけれども、これはもうちょっと、骨格に入

れるときには、９月のときにはもうちょっと

上げていただいて、使わぬなら、不用で出し

てよかっだけん、不用額で。やっぱりそうい

ったところも考えて今後やっていっていただ

きたいというふうに思います。 

 もう１点、いいですか。 

 

○髙木健次委員長 はい。 

 

○井手順雄委員 土砂処分ですよ。私は、こ

の間、政審会でも言ったんですけれども、今

県と土木関係の災害協定といいますか、団

体、企業、いかほどいらっしゃいますか、土

木と結んでいる。 

 

○桑元土木技術管理課長 土木部で大体管理

しております協定、災害協定でございますけ

れども、16協定、その他、赤十字飛行隊とい

う、全く土木施設とは関係ないんですけれど

も、そういうものが１件、あと、下水道関係

で３件ございます。 

 以上です。 

 

○井手順雄委員 そういう協定を結んでいる

中で一番今回重要になってくるのが、やっぱ

り建設業協会の皆さん方だろうと、この間も

政審会で言いました。しかしながら、部長の

答弁の中に、地元の協会がもう一生懸命頑張

っておられると、ほかの協会は来ておられな

いというような話でございました。しかしな

がら、それはよくわかります。地域性という

のがあります。やっぱり今回は、そういう垣

根をとっ払って、ほかの、例えば熊本市支部

だとか、山鹿市支部だとか、そこの支部に、

それは災害協定を結んでいるわけだから、県

のほうからお願いばせんと、それは来にくか

ですよ。ということは、やっぱり地域性とい

うのはどういうことかといいますと、公共工

事系の災害復旧、今一生懸命やられています

けれども、あとは、本復旧が待ってるわけで

すから、こういうところは地元さんが一生懸

命していただくと。 

 あとは、何が問題かというと、個人さんな

んですよ。今日も話に出ましたけれども、議

会でも。やっぱり個人の土砂撤去というのが

できていない。ここをどぎゃん自衛隊という

てもせんですよ。ボランティアって言うたご

とね、もうかちかちに固まってスコップも刃

がたたぬと。やっぱり小さいバックホーを持

っていって機械でやらぬと効率が出ない。そ

ういう個人のところは、そういった建設業協

会にしてくれんかと、金は国からやらすとだ

けん。それはちょっと、県がたい、これはち

ょっといっちょ恩ば売られたねとか、そうい
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う思いはせんちゃよかっだけん。やっぱり県

のほうがその建設業界、地元の建設業界の方

々に話して、そういう公共を知っとるのがあ

んたたちで、一生懸命頑張ってくれと。個人

のところは、ほかの機械を持っている他の支

部にお任せしようじゃないかと。そして、そ

のときには、必ずブロック分けするとです

よ、言うたごと。町は町で１つ、ここは、熊

本市建設業協会でこの範囲を全部仕上げてく

ださいと。そういう課題を与えれば、すぐ終

わったらもう撤去していいですと。こういっ

た形でやっていけば、もうボランティアさん

も助かるし、もう土木屋さんだから、バック

ホーもあるし、ダンプカーもある、どんと搬

出できる、もうスピーディーに終わっていく

と。 

 そういうことでありますので、ここを十分

活用して、それはボランティア任せで今やっ

とくならば、あと２か月、３か月かかりま

す。そういうことができれば、10日で終わる

と思うんですよ、一町内。そういうところの

考えはないのか、土木部長にお聞きします。 

 

○上野土木部長 井手先生からは、先日の政

審会の中でも、今御質問された件についてお

尋ねがあったところでございます。 

 確かに、今回の災害を見てみますと、ま

ず、相当な土砂の流出が大規模にあっている

ということと、それらが浸水等に伴いまし

て、宅地内あるいは家屋内に大量に流れ込ん

でいるという状況があります。さらにまた、

新型コロナ禍によりまして、ボランティアの

方の不足ということも重なっておりまして、

なかなか、中心部からは少しずつは片づけが

できてきているんですけれども、やはり中心

市街地を離れたところ等においては、まだま

だの状況かなというふうに思っております。 

 まず、現地では、球磨村、芦北町、八代

市、人吉市、それぞれ市町村さんが事業主体

ということもありますけれども、我々のほう

からも派遣部隊等を入れながら、まず、市町

村、あるいは、私たちがいつもお願いする、

今おっしゃいました建設業協会のほうにもお

話をしながら、それぞれの市町村で、どうい

ったやり方がいいかということで重ねてまい

りました。 

 結果としまして、今は、それぞれの市町村

では、もうボランティア不足のところは、各

建設業界の支部のほうが入っていっていただ

いて、宅地内のほうにも着手をしていただけ

るというふうな状況にはなってきておりま

す。 

 ただし、問題は、ここで家屋内の排除につ

きましては、やはりひとつ家屋内ということ

は、個人的な財産等の問題等もありまして、

なかなか家屋内に入っていっていきづらいと

いう面もある件に関しましては、例えば、球

磨村であれば、その家屋内については、森林

組合のほうが家屋内についての排除をしてい

ただくとか、あるいは、それぞれほかの市町

村につきましても、それぞれの団体の協力を

得ながら連携して、地元のほうで対応してい

ただいているという状況ではございます。 

 以上でございます。 

 

○井手順雄委員 いろんなことはやっておら

れるというのは十分承知しております。そう

いったことも含めて、森林組合さんが、家屋

内には森林組合員だけしか入って掃除ができ

るのかと言うたら、今度はマンパワーが足ら

ないと。なら、森林組合さんは１人で行っ

て、そういったほかの支部からの企業さんを

団体へ入れて一緒にやるとか、やっぱりそう

いった人間かけて、機械をかけて早く終わら

せる。そして、早く元の町にしていくと。終

わらぬことには何もできぬとだけん。解体も

できぬわけですから。それをやっぱりやって

いくというのは、知恵を出して大人数で片づ

けていくと。マンパワーをかけるというよう

なことを再度考えていただきたいというふう
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に思います。 

 以上です。 

 

○城下広作委員 関連でいいですか。 

 まさに井手委員が今言われたように、一般

の県民は、何で県下にいっぱい建設業の方が

いて、そしてこういう方がうんと行って片づ

けると早く済むんだろうになと思っている人

がたくさんいるんですよ。私も、市内の建設

業の方が球磨地域に入って、仕事だからボラ

ンティアとはいかぬけど、いわゆる応援する

形で現場に行きたいと。ところが、なかな

か、いわゆるいろいろ決まり事があって簡単

には行けないと。そんな方たくさんおられ

て、それはもう私もわかったよと言って、要

は、こういう緊急事態のときには、いろんな

今までの縛りとかいろんなルールがある中

で、緩和しながら、みんなが、まずは片づけ

にぱっとできるような形の何かを考えていか

ないと、ずっと今までのしきたりで、ずっと

なかなか簡単に入れないとかなんかなるの

は、結果的に遅くなるから、これはしっかり

考えられたほうがいいですよ、やっぱり。今

から災害が本当に、起こっちゃいけないけれ

ども、度々あると、何かしらの知恵を出しな

がら、早く終わるという工夫を考えることが

大事だと思いますので、ぜひお願いしたいと

思います。 

 

○渕上陽一委員 今回の豪雨災害は、７月３

日から４日朝方にかけた雨によって災害が起

きたわけであります。ちょうど１か月になろ

うとしております。職員の皆さん方は、発災

以来全力で災害対応に当たってこられたとい

うふうに思っております。心から御慰労申し

上げまして、感謝申し上げたいというふうに

思います。 

 先ほど上野部長の総括説明の中で、今回の

豪雨による公共土木施設の被害額は、県、市

町村合わせて、７月20日現在での速報値とい

うことで、1,351億円余りになっているとい

うことでありました。今日細かいことも聞け

るのかなというふうに思っておりましたけれ

ども、細かい状況については９月議会でとい

うことでありますので、また、９月に聞かせ

ていただければというふうに思うわけであり

ます。 

 また、球磨川に架かる橋梁10橋、また、国

道219号やそれに伴う県道、市町村道路、ま

た、球磨川流域の支流については、国の権限

代行で直轄でやっていただけるということで

ありまして、被災施設の復旧に携わる県、市

町村にとっては負担軽減になっていくんだろ

うというふうに思っておりまして、大変あり

がたく思うわけであります。 

 ただ、これまでの報道を見とりますと、ど

うしても県南が集中していたというふうに思

うわけでありますけれども、しかしながら、

今回の豪雨は、球磨、人吉、また、芦北、八

代だけではなくて、私の地元県北もそうであ

りますし、県央、天草など広範囲で災害が発

生しております。鹿本地域振興局に聞きます

と、土木だけでも100本ぐらいあるというふ

うに聞きました。 

 昨日、山鹿市に行って山鹿市の現状どうな

んだろうという話を聞きますと、これは、農

業、林業、道路合わせて1,600本あると。農

業においては、まだ半分も調査終わっていな

いというふうな状況でありますし、道路にお

いては、まだあと15か所通行止めになってい

るというような状況であります。 

 復旧、復興に当たる職員の皆さん、今後９

月になれば、これにまた肉づけ予算までつく

わけでありまして、多分今でも手いっぱいの

状況で復旧、復興に当たっておられるわけで

ありますけれども、その中で一番心配してい

るのは、本当に人が足りるのかと。昨日、山

鹿に行っても、いや、とても山鹿だけではで

きない、県に何とか応援してもらいたいとい

う話も聞きますし、じゃあ、県を見ますと、
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県のほうも、もう人はいないわけであります

し、以前の熊本地震であったり、その前の豪

雨であれば、他県から応援に来ていただくと

いうこともあったわけでありますけれども、

今いろんな諸事情で、それもなかなか難しい

状況であります。 

 そのような中、どうやって職員を確保して

いくのかというのが一番気になっているとこ

ろでありまして、その辺のところをちょっと

お聞かせ願えればというふうに思います。 

 

○木山監理課長 今渕上委員がおっしゃった

人材の確保というのは、やはり私ども発注機

関としては、とても大きな課題だというふう

に認識をいたしております。 

 実際、今災害復旧については、今いる職員

で精いっぱい頑張って、県南、県北併せてい

ろんな被災地で対応させていただいていると

ころなんですが、今回、あわせて、市町村も

かなり大きな被害を受けたもんですから、市

町村の災害復旧、復興という意味でも、県職

員を派遣し、対応させていただいているとい

うところで、先生おっしゃるとおり、もう県

職員の対応は、結構いっぱいいっぱいのとこ

ろがございます。 

 先ほど、先生、熊本地震のときの例を少し

おっしゃいましたが、やはり私たち、こうい

った災害があった場合は、いろんな知事会等

を通じて、やはり他県に人材のお願いをして

いかざるを得ないという状況は一方でござい

ます。現在、県の中でも、人事、市町村課を

通じまして、市町村、それから県、それぞれ

にどのくらい人材が必要かというふうな確認

等も今並行して動いているところでございま

す。 

 こういったところをしっかりと見極めなが

ら、今後、九州知事会ですとか全国知事会等

々にもいろんな形で要請をしながら、人をで

きるだけ確保し、復旧、復興が迅速にいくよ

うに対応してまいりたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員 任期付とか、いろんな方法

考えながら人を増やしていかんといかぬなと

いうふうに思っております。 

 今一個、私が本当に心配しているのは、病

気されていた方がやっと出勤して、５割、６

割、７割とやっている人たちに、ここにまた

負担がかかって、また休むようなことがあっ

たら、７割、６割できていたのが、またゼロ

になるという可能性もありますので、ぜひと

も、そういったところでは、しっかり職員さ

んたちの健康管理というのも十分気をつけて

いただきたいというふうに思っております。 

 早く復旧、復興をやらんといかぬわけであ

ります。もちろん、予算というのが必要であ

りますけれども、しかしながら、まず、幾ら

予算があっても、やるのはやっぱり人であり

ますから、しっかりと人を確保しながら、し

っかりとした執行体制をつくっていただきた

いというふうに思っておりますし、また、議

会も、皆さん方と一緒にやっていこうという

ふうに思っておりますし、精いっぱい応援し

ていこうというふうに思っておりますので、

何なりと、困るようなことがあれば、しっか

りと私たちに訴えていただきたいというふう

に思っております。 

 以上です。 

 

○松田三郎委員 資料14ページ、質問の前

に、私は、地元の一県議といたしまして、今

回の災害直後から、県土木部の皆様と部長は

じめ、予算の確保、あるいはスピーディーな

執行でありますとか、各被災自治体に優秀な

職員の方を派遣していただいておりまして、

まさに、県庁でも、そして被災自治体の現場

でも、それぞれ一生懸命頑張っていただいて

いることを厚く御礼申し上げたいと思いま

す。 
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 それで、これ、もしかしたら、直接は河川

課の事業になっておりますが、監理課かもし

れません、全般的なことで。 

 これは熊本地震のときも同じような議論が

あったかと思いますが、この説明欄のところ

に、復旧の対象になるかどうかというのは、

とりあえず調査して、ある程度被害額を出す

ための測量、設計というのは必要だと思いま

す。これが、全部、一応立て替え的なことを

やって、後で補助なり何なり来るならいいけ

れども、ほとんどが単県の事業で、一部分

は、後々実施設計等に使われる分は、何か補

助の対象になるというふうな話を聞いたこと

があります。その前提として、まず、この場

合の財源のその他というのは、これ、何です

か。起債の対象にはならぬということでしょ

う、地方債のところが空欄ということ。 

 これは、ほかのところにも関わりますの

で、監理課長でも結構です。 

 

○木山監理課長 今先生がおっしゃっている

のは、14ページ……。 

 

○松田三郎委員 14ページの災害復旧事業設

計調査費。 

 

○木山監理課長 調査費のその他の20億

6,300万円のところですかね。 

 

○松田三郎委員 はい。 

 

○木山監理課長 この20億6,300万につきま

しては、災害復旧事業設計調査費の災害基金

からの繰入金になります。 

 

○松田三郎委員 災害基金の繰り入れ。 

 

○木山監理課長 災害基金のほうから繰り入

れて財源化するものですから、その他のとこ

ろに計上させていただいているものでござい

ます。 

 

○松田三郎委員 それと、さっき言いました

ように、この起債の対象、経費の一部なり全

部なりというのはならないということですよ

ね、こういう類いの事業は。 

 

○古城河川課長 通常の補助災害のときに

は、災害査定設計書は補助の対象外ですけれ

ども、激甚災害に指定された場合は補助の対

象となってきます。なる場合についても工事

費の何％とかいう形で基準が決められており

ますので、それに合わせて補助で再度申請す

るというような形になってきます。 

 

○松田三郎委員 じゃあ、その割合は別とし

て、それぞれあるとして、激甚災害に指定さ

れた場合は、取りあえず急ぐ分は、調査、測

量、設計はこういう、例えば財源でやって後

で国庫から支出されるとか、割合によって補

助があるというような理解でいいんですか

ね。 

 

○古城河川課長 そのとおりで、全部が対象

になるわけではないですけれども、工事費の

何％という形で対象として認められておりま

す。 

 

○松田三郎委員 分かりました。 

 全部じゃないというのは、物によっても割

合が違うという意味なんですか、それとも物

によっても、対象が、こういう性質のは対象

になるけれども、こういう性質はならないと

か、金額でとか、そこだけ最後によろしいで

すか。 

 

○古城河川課長 工種によっても変わってき

ますけれども、最終的な工事費の何％となっ

ておりますので、全部ではないということ

と、その工種によっては、調査費が橋梁とか
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は認められる場合もありますし、通常の河川

とか道路でしたら、もう一律工事費の何％と

いうふうに掛けて、それが対象になりますと

いうことで認められておりますので、それぞ

れがありますけれども、そういう形になって

おります。 

 

○松田三郎委員 分かりました。 

 じゃあ、最後に、専決の時点ではこうです

けれども、後々また何％かは、返ってくると

いう言い方変ですが、国庫からの補助がある

ということですね。 

 

○古城河川課長 対象になった後は、最終的

には財源更正をして補助費を計上する形を取

っております。 

 

○松田三郎委員 分かりました。 

 もう１点、いいですか。 

 吉ケ嶋課長の説明ありましたが、最終ペー

ジ、18ページで、すみません、ちょっと小さ

い話で恐縮ですが、さっきの御説明で、蓋の

ない箇所、これは歩道があるにもかかわら

ず、蓋がない側溝の上を歩いていたというこ

とで、それで過失相殺、過失割合が５割と、

半々ずつということでしょうけれども、今聞

くと、歩道があるのに蓋のない側溝をわざわ

ざ歩いて、前方を不注視していたというよう

な話もあったんで、これで５、５ということ

は、基本的に県に道路管理瑕疵というか、管

理上問題があったというのがまず大前提であ

るのかなと思いますので、その点と、ちょっ

と状況が、うちあたりにもいっぱいあるわけ

ですね、蓋があるところ、ないところ。逆

に、農業サイドの要望で蓋をあえてしないで

くれというところもある。というのは、基本

的には、我々の認識として、蓋があったのが

何かの理由で壊れて、そこに蓋をかぶせ忘れ

とったとか、そういう場合だけに限定される

ということですかね。 

 

○吉ケ嶋道路保全課長 まず１点目、最初の

ほうの御質問でございますけれども、歩行

者、道路交通法で、歩道がある場合には、や

はり歩道を歩くということがあります。そこ

を歩いていないということで、やはりそちら

のほうの誤りといいますか、があったという

ようなことが今回はございます。 

 それと、２点目でございますけれども、今

回の現場も、かなり古いような、形状的に

は、集水ますみたいな形になっているような

ところでございます。前後に側溝があるよう

なところでございます。30年以上前だと思わ

れます。恐らく可能性とすれば、今委員がお

っしゃられるようなほかの形態、用排水関係

とか、そういったところが残っていたという

ようなことが、この現場でも考えられるとこ

ろでございます。 

 ただ、私どもとしましては、今回事故が発

生したわけでございますので、最低限の対策

はやっております。事故が発生した後、周り

を囲んで非常に緊急的な対策は取らさせてい

ただいておりますけれども、最終的には蓋を

やはりかけると、現場打ちでかけるというふ

うな今準備を行っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑ありません

か。  

 

○河津修司委員 本当に熊本地震からようや

く４年たって大分落ち着いてきたなというと

ころで、また大きな災害ということで、職員

の皆さんには本当に御慰労申し上げたいと思

います。 

 渕上委員からも話がありましたとおり、市

町村は、もうこの災害でやっぱり人的なもの

が足りなくて、果たして、この県、国の査定

までに間に合うだろうかというふうな市町



 

第４回 熊本県議会 建設常任委員会会議記録（令和２年８月４日) 

 - 14 - 

村、今専門職もなかなかいない中でやってお

りまして、非常にその辺が市町村長も心配を

しております。県のほうも手いっぱいやって

おるということで、人手が足りないような状

況の中で、なかなか支援をしていくのも大変

だろうと思いますが、何とかその辺を支援を

お願いしたいと思っておりますし、査定等に

間に合うかどうかというのも心配しておりま

すが、その辺のところはどんなふうになるか

というのを、いつ頃までにそういったもの

を、災害の査定とか出てくるのでしょうか。 

 

○髙木健次委員長 時間の都合もありますの

で、答弁も質問も、これから簡潔にお願いし

たいと思います。 

 

○古城河川課長 災害査定についてですが、

本日から７月豪雨の災害が始まっておりま

す。基本的には、本年内、12月までに全てを

終わらせる予定で進めているところです。 

 以上です。 

 

○河津修司委員 それで、市町村は、自分た

ちだけではとても無理ということで、コンサ

ルにもお願いするわけなんですが、コンサル

は、県南地方の災害があまりにも大きいもん

ですから、そちらのほうへほとんど取られ

て、先ほども話がありましたとおり、天草と

か県北のほうは、なかなか来てくれないんじ

ゃないかというふうな心配もあって、その辺

のところの支援は何とかならないかなという

声がありますから、いかがですか。 

 

○木山監理課長 監理課でございます。 

 河津先生が今おっしゃった市町村の職員と

いうか、技術職員が足りないというのはもう

十分私たちも承知をいたしております。 

 県で応援できるところは精いっぱい応援さ

せていただくんですが、先ほど申し上げたと

おり、現在県の市町村課のほうで、各市町村

に対しまして、人員不足、要は、他県から応

援してほしい人数の今照会等をさせていただ

いているところでございます。そういったと

ころで、県全体として要請をいたしまして、

被災市町村に対してそういった人的対応がで

きるようにできるだけお願いをしていきなが

ら、マンパワーの確保に努めていきたいとい

うふうに考えております。 

 

○古城河川課長 査定については、査定の簡

素化ということ等を行っておりまして、例え

ば、3,000万以下の分についてはもう机上で

いいとか、そういうふうな形を取っておりま

す。 

 それから、そういう簡素化になる部分につ

いては、事務所のほうを回りまして、説明会

を行っているところでございます。 

 以上です。 

 

○河津修司委員 分かりました。よろしくお

願いします。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

 

○城下広作委員 では簡単に。先ほど河津委

員の話の延長です。 

 災害復旧するには、測量、設計をさらにや

らにゃいかぬです。その場合、現場には行か

にゃいかぬ。各市町村も県も、技術者がなか

なか少ないけれども、その分民間のコンサル

に全部災害のときにはお願いして協力しても

らわにゃいかぬのですよ。査定にどんどんど

んどん間に合わせろって激励を受けて、そし

て必死になってやるんですよ。 

 今回の災害で相当件数が多くて、もう既に

委託をされているんですけれども、なかなか

量が多くてもう難しいとかという形で、受け

切れないというそういう話はないんですか。

大体皆さんも、みんな大丈夫ですという形の

部分で収まっているんでしょうか。 
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○古城河川課長 業者のほうも、結構いっぱ

いいっぱいの状況ではありますけれども、今

のところは頑張って受けますというような形

で受けてもらっているところです。 

 

○城下広作委員 現場では相当、断れぬから

必死にやって、もうとんでもない時間で頑張

らんといかぬので、決意をして頑張っている

みたいですので、その辺よく理解しとってく

ださい。 

 以上です。 

 

○髙木健次委員長 質疑ありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 なければ、これで付託議

案に対する質疑を終了いたします。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第２号、第４号及び

第７号について、一括して採決したいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外３件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外３件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 最後に、陳情・要望書が７件提出されてお

ります。参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 以上で本日の議題は全て終了いたしまし

た。 

 それでは、これをもちまして第４回建設常

任委員会を閉会します。 

  午前11時30分閉会 
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